
   【参考資料】 

 １   伊賀市障がい者地域自立支援協議会の運営 

障がい者地域自立支援協議会は、障害者総合支援法第 77 条第１項第３号に基

づく相談支援事業を実施していくうえで、中立・公平性を確保し、事業を適切に

運営するとともに、障がい者支援に関する機関・団体などのネットワークを構築

し、困難ケースへの対応等を図る組織として位置づけられています。 

本市では、こうした機能に加え、PDCA サイクルにより、伊賀市障がい者福祉

計画及び障がい福祉計画の進捗状況の確認・評価及び見直しを行うとともに、障

がい者福祉を推進していくうえでのさまざまな協議を行っていく中核的な組織と

して障がい者地域自立支援協議会を設置し、障がいのある人や保健・医療・福祉・

保育・教育・就労などの幅広い機関の代表の参加を得ながら、さまざまな協議を

いただいています。 

また、分野ごとにそれぞれの現場で実際に支援に携わっている人や関係機関な

どが協議する場として専門部会を設置し、当事者や家族の意見も聴きながら、本

市の現状やニーズの把握などに努めます。 

 

 

 ２   庁内推進会議の運営 

 障がい者地域自立支援協議会において、協議された事項をはじめ、障がい者福祉

に関して本市が実施していく施策や事業を推進していく庁内組織として障がい者

福祉計画庁内推進会議を設置しています。 

 

 

 ３   障がい者差別解消支援専門部会の運営 

平成 28 年 4 月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者

差別解消法）」の施行に伴い、伊賀市では、市が主導して協議の場を設けるため、既

存の障がい者地域自立支援協議会の専門部会として組織を位置づけました。 

【市町村の地域協議会に期待される役割】 

①事案の情報共有及び構成機関等への提言 

②事案の解決を後押しするための協議 

③事案について、都道府県の地域協議会への情報提供又は協力を求めること 

 

 

図 地域自立支援協議会の組織体制 

 

 

 

 

 

                          

伊賀市障がい者地域自立支援協議会 

 

各専門部会 障がい者福祉計画 

庁内推進会議 

※PDCA サイクル 
 
さまざまな分野・療育における

品質改善や業務改善などに広く活
用されているマネジメント手法。
計画（Plan）を実行（Do）し、評
価（Check）して改善（Action）
に結び付け、その結果を次の計画
に生かすプロセスのこと。 



●趣旨
障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受

け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制を構築。

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）
※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

地域生活支援拠点等の整備について

●必要な機能（具体的な内容）

① 相談
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネー
ターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特
性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

② 緊急時の受け入れ・対応
○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の
受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

③ 体験の機会・場
○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体
験の機会・場を提供する機能

④ 専門的人材の確保・養成
○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行う
ことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

⑤ 地域の体制づくり
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配
置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う
機能
※ 医療的ケアが必要な障害者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携の強化、緊急時の対応等について、
医療機関との連携も含め、各機能を有機的に組み合わせる。
※ ５つの機能以外に、地域の実情に応じた機能を創意工夫し、付加することも可能。
（例：「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能」、「障害者等の生活の維持を図る機能」 等）

●目的

（１） 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用を可能とすることにより、地域における生活の安心
感を担保する機能を備える。

（２） 体験の機会の提供を通じて、施設や親元から共同生活援助、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支
援を提供する体制を整備することなどにより、障害者等の地域での生活を支援する。
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① 支援者の協力体制の確保・連携 ② 拠点等における課題等の把握・活用 ③ 必要な機能の実施状況の把握

都道府県
バックアップ ・ 整備、運営に関する研修会等の開催

・ 管内市町村の好事例（優良事例）の紹介
・ 現状や課題等を把握、共有 １１



《関係規定》 

 

基準省令：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 18 年 9月 29 日厚生労働省令第 171 号） 

 

解釈通知：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 18 年 12 月 6 日障発第 126001 号厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

 

基準省令第 213 条の 3（基本方針） 

 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域にお 

いて、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当 

該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せ 

つ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

 

基準省令第 213 条の 10（協議の場の設置等） 

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては 

法第 89 条の 3第 1 項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下 

「協議会等」という。）に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、 

協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

 

解釈通知 第 15 4(3)③ 社会生活上の便宜の供与等 

 （略）なお、日中活動サービス等を利用することができず、日中を共同生活住居で過ごす利用者の支援に当

たっては、当該利用者の意向を踏まえた日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、日常の介護はもとよ

り、当該利用者が充実した地域生活を送ることができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援に努めなけ

ればならないこととしたものである。 

 また、利用者の意向に反して日中活動サービス等の利用が制限されることなく、個々の利用者に対して適切

な障害福祉サービス等の利用が図られるよう、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を

行う者と緊密な連携を図ることとするものである。 

 

解釈通知 第 15 4(3)④ 協議の場の設置等 

 日中サービス支援型指定共同生活援助を行う事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を地域

に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第 89 条の 3 第 1 項に規

定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの（都道府県又は市町村職員、

障害福祉サービス事業所、医療関係者、相談支援事業所等が参加して障害者の地域生活等の検討を行う会議）

（以下「協議会等」という。）に対し、定期的に（少なくとも年に 1 回以上とする。）日中サービス支援型指定

共同生活援助の実施状況等を報告し、当該実施状況等について当該協議会等による評価を受けるとともに、当

該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととしたものである。 

 

 

 

障害者総合支援法第 89 条の 3（協議会の設置） 

  地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体

並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その

他の関係者（次項において「関係機関等」という。）により構成される協議会を置くように努めなければな

らない。 

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関す

る課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備

について協議を行うものとする。 

その他資料①



地域生活支援の中核的な役割を担う日中サービス支援型グループホームの創設

障害者支援施設

精神科病院
※短期入所(1～5人)
を併設

※昼夜を通じて1人
以上の職員を配置。

在宅の障害者

緊急時の
受入

日中サービス支援型グループホーム

短期入所

活動状況の報告
（年1回以上）

評価・助言
地方公共団体が
設置する協議会

相談支援事業所
※別法人が望ましい

３ヶ月ごとのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

重度・高齢の障害者
の地域移行の受け皿 適正な支援の確保

緊急一時的な
宿泊の場の提供

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定により創設される「日中サービス支援型グループホーム」は、障害者の重度化・高齢
化に対応するために創設された共同生活援助の新たな類型であり、短期入所を併設し地域で生活する障害者の緊急一時的な
宿泊の場を提供することとしており、施設等からの地域移行の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割を
担うことが期待される。

地域移行
の促進、
地域生活
の継続

利用者の日中活動
サービス利用を促進

日中活動サービス事業者
（生活介護等）

※利用者が充実した地域生活を送ることができるよう
外出や余暇活動等の社会生活上の支援を実施

緊密な
連携
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